
【令和５年度版】 
下仁田町産業支援事業補助金制度のご案内 

（特許取得支援） 
 

この制度は、新製品開発に伴い取得しようとする特許に対して必要な経費を支援します。自ら開発す
る製品・技術・意匠等についての特許・実用新案・意匠・商標に係る出願又は地域団体商標に係る出願・
設定登録を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。 
 
１．補助対象者 

次の条件のすべてを満たす方が対象です。 
（１）町内中小企業者又は企業団体、個人事業主 
（２）対象経費について、国または県等の補助金の交付を受けていない者または受ける予定のない者 
（３）町税及び町の各種料金に滞納のない者 
（４）「内国普通法人等の設立の届出」または「個人事業の開業届出」を適正に行っている者 

 
２．補助対象事業 
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に係る経費。ただし、出願前に先行技術調査を行ってい
ることが望ましい。 
 
３．補助対象経費  
・新規特許取得に係る出願料、出願審査請求料、登録料、弁理士手数料（実用新案権、意匠権、商標権

取得を含む） 
・登録料（登録初年度分のみ） 
４．補助率 
 補助対象経費の２分の１（１件あたり上限１５万円） 
 
５．申請方法 
 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類により申請してください。 
 （１）補助金交付申請書（様式第１号）及び別紙２（特許取得支援補助金） 
 （２）出願書類の写し及び受領書の写し 
 （３）必要経費等の料金等が分かる書類（領収書等） 
 （４）町税の完納証明書 
 （５）その他町⻑が必要と認める書類 

制度の詳細については、下仁田町産業支援事業補助金交付要綱をご確認ください。 


